
№ 質問等 回答

1

【本1-2-3 第4項 土地利用】
　（４）で米川公民館が示されているの
で、リード文に入れておいた方が分かりや
すいと思います。
　また、「震2-4-3 公共空地の確保」に本
編では示している同様の内容に、米川公民
館がないのはなぜか教えていただければと
思います。

　本編1-2-3上部の文章に、米川公民館に
関する記載を追加します。
　また、震災編2-4-3については、「公共
空地の確保」の項目に防災拠点等を記載す
る必要性がないと判断し、3　公共空地の
確保の3行目以降を削除します。

2

【本2-1-4 第３節 災害教訓の伝承】
　災害に関する石碑やモニュメント等の持
つ意味を正しく後世に伝えていくと示して
あるが、石碑やモニュメントがどこにある
か資料編で示していただくとわかりやすい
と思います。

　本市には、該当するものが存在しないと
認識しています。

3

【本2-4-3 第５項 ため池】
　文末に「資料編　[災害危険区域]　・防
災重点農業用ため池一覧」を記載するとわ
かりやすいと思います。

　第4項同様、御指摘の箇所に「資料編
[災害危険区域]　防災重点農業用ため池一
覧」を追記します。

4

【本2-5-2  2 通信網の拡充整備】
　市防災行政無線や防災ラジオの記載あり
　資料編に防災行政無線の位置一覧（位置
図）、防災ラジオの配布状況（福祉施設、
要配慮者、一般への配布数）を掲載すると
わかりやすいと思います。

　防災行政無線の位置や、防災ラジオの配
布状況等の詳細ついては、本市防災の基幹
計画である本計画への掲載は予定していま
せん。

5

【本2-8-6 震2-10-6   医療活動】
　資料編　[医療機関等]。市内医療機関の
後にDMAT一覧を追加するとわかりやすいと
思います。

　御指摘の箇所に、「災害拠点病院等一
覧、山口県DMAT指定病院一覧、救急病院及
び救急診療所」を追加します。

6

【本2-9-7 震2-12-7 第３項 福祉避難所の
設置】
　資料編　[防災物資、施設、資機材]・指
定緊急避難場所及び指定避難所一覧　を記
載するとわかりやすいと思います。

　御指摘の箇所に「資料編　[防災物資、
施設、資機材]・指定緊急避難場所及び指
定避難所一覧」を追加します。
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7

【本3-11-17 震3-10-17 し尿処理の方式
本3-18-10 震3-17-10 応急仮設トイレの設
置】
　（３）避難所　の中でマンホールトイレ
の整備が示してあります。
　資料編にマンホールトイレの設置場所・
数量の一覧表があるとわかりやすいと思い
ます。

　本市防災の基幹計画である本計画への掲
載は予定していません。
　今後、本計画以外での公表を含めて検討
します。

8

【本3-11-21 震3-10-21 第２項 被災動物
の救護】
　資料編 指定緊急避難場所及び指定補難
所一覧　資料48,49　にペット可の表示を
するとわかりやすいと思います。（広報
2023.6月号参照）

　本市防災の基幹計画である本計画への記
載は予定していません。
　ペット受入れに関する避難所情報につい
ては、市広報でお知らせするほか、市HPで
常に最新の情報を提供しています。

9

【本3-13-8 第２項 指定水防管理団体の水
防用備蓄器具、資材の基準】
　資36 水防用輸送設備備蓄器具資材一覧
　ロープやブルーシートなどが基準数整備
されていない理由を教えていただければと
思います。

　関連資機材の使用による減数及び老朽化
等により、調査時点の表では基準に満たな
い数量を掲載しておりますが、現在購入を
進めておりますので、本年度中には概ね基
準に達する見込みです。

10

【本3-13-16 第７項 水防管理団体等相互
の協力　河川管理者の協力】
　資料編に河川監視カメラ一覧（県、Kビ
ジョン）の設置場所、位置図を入れるとわ
かりやすいと思います。
　資58 水位観測局及び通報水位、警戒水
位の表の下

　本市防災の基幹計画である本計画への掲
載は予定していません。
　県の河川カメラ設置に関する計画も未完
了であることから、当該設置完了後、掲載
を検討します。

11

【本3-15-3 震3-14-3】
　DWAT記載２か所あり　DMATと混乱
　DWAT（災害派遣福祉チーム）と入れると
わかりやすいと思います。

　DWATの後に「（災害派遣福祉チーム）」
を追加するとともに、震2-12-6第5節第2項
3中、「災害派遣福祉チーム（DWAT）」を
「DWAT（災害派遣福祉チーム）」に修正し
ます。

12

【本3-17-7 震3-16-7 第３項 児童生徒等
への援助　学用品の給与】
　児童生徒１台／人となった中で、タブ
レットの扱いについての掲載が必要と思い
ます。

　災害救助法を基に記載していますので、
現時点で修正は予定していません。

2/3



№ 質問等 回答

（下松市地域防災計画改定案についてのパブリックコメント）

●提出された意見合計１６件（１人）

※提出いただいたご意見は、趣旨を変えない範囲内で簡略化または文言等の調整をしてい
るものがあります。

13

【本3-24-12 3-24-20 3-24-23  震3-21-12
3-21-20 3-21-21】
　NBCの意味が分かりませんでした。
　NBC（特殊災害）と入れるか、欄外に注
記を入れるとわかりやすいと思います。

　本3-24-12、震3-21-12（＝最初に
「NBC」が記載されたページ）に以下の注
釈を付します。
「（注）NBCとは放射性物質等、生物剤
等、化学剤等の物質によって引き起こされ
る災害である。」

14

【震2-5-7 第７項 ため池】
　文の中でアンダーラインあり。意図する
ことは何か教えていただければと思いま
す。
　資料編　[災害危険区域]・防災重点農業
用ため池一覧を掲載しておくとわかりやす
いと思います。

　アンダーラインを削除します。
　また、御指摘の箇所に「資料編　[災害
危険区域]　防災重点農業用ため池一覧」
を追記します。

15
　資料編に土のうステーションの場所一覧
があればよいと思います。

　本市防災の基幹計画である本計画への記
載は予定していません。
　土のうステーションの場所につきまして
は、市HPで情報提供しています。

16
　全般　改訂変更箇所のみをまとめた資料
（概要版）があるとわかりやすいと思いま
す。

　今回の改定は、国、県の関連計画の変更
や、市の機構変更の反映等が主な内容であ
ることから、概要版の作成を予定していま
せん。
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